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令和３年由仁町議会第３回臨時会 第１号

令和３年５月１７日（月）

〇議事日程

１ 会議録署名議員の指名

２ 会期の決定

３ 諸般の報告

１、会務報告

２、例月出納検査報告

４ 承認第 １号 専決処分した事件の承認について

（由仁町税条例等の一部を改正する条例の制定について）

５ 承認第 ２号 専決処分した事件の承認について

（令和２年度由仁町一般会計補正予算について）

６ 承認第 ３号 専決処分した事件の承認について

（令和２年度由仁町後期高齢者医療特別会計補正予算について）

７ 承認第 ４号 専決処分した事件の承認について

（令和３年度由仁町一般会計補正予算について）

８ 議案第 １号 由仁町集落センター設置条例を廃止する条例について

９ 議案第 ２号 令和３年度由仁町一般会計補正予算について

１０ 議案第 ３号 令和３年度由仁町水道事業会計補正予算について

１１ 議案第 ４号 由仁町公営住宅北栄団地５号棟建替工事請負契約の締結について

１２ 議員定数及び 議員定数及び議会組織の見直しに関する審査特別委員会報告書につ

議 会 組 織 の いて

見 直 し に

関 す る 審 査

特 別 委 員 会

報告第 １号

１３ 常任委員会委員の選任について

１４ 議会運営委員会委員の選任について

１５ 会議案第１号 議会広報特別委員会の設置について

１６ 議席の変更指定について

〇追加日程

１７ 議長の常任委員会委員の辞任について

１８ 産業厚生常任委員会委員の補欠選任について

１９ 議会運営委員会の閉会中の審査について
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〇出席議員（１０名）

議長１０番 熊 林 和 男 君 副議長 ９番 後 藤 篤 人 君

１番 大 畠 敏 弘 君 ２番 加 藤 重 夫 君

３番 早 坂 寿 博 君 ４番 羽 賀 直 文 君

５番 浮 田 孝 雄 君 ６番 平 中 利 昌 君

７番 大 竹 登 君 ８番 佐 藤 英 司 君

〇欠席議員（０名）
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〇出席説明員

町 長 松 村 諭 君

副 町 長 田 中 利 行 君

教 育 長 田 中 宣 行 君

代 表 監 査 委 員 吉 田 弘 幸 君

総 務 課 長 野 島 健 君

地 域 活 性 課 長 菊 地 和 夫 君

住 民 課 長 中 島 哲 君

産 業 振 興 課 長 納 口 浩 昭 君

保 健 福 祉 課 長 中 道 康 彦 君

建 設 水 道 課 長 岩 花 司 君

会 計 管 理 者 山 影 寿 幸 君

町 立 診 療 所 事 務 長 安 達 智 君

教 育 課 長 泉 陵 平 君

農 業 委 員 会 事 務 局 長 川原田 直 人 君

〇出席事務局職員

局 長 河 合 高 弘 君

主 査 濱 道 義 継 君

主 事 清 水 香葉子 君
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◎開会 午前 ９時３０分

◎開会の宣告

〇議長（熊林和男君） ただいまの出席議員は全員出席です。

よって、令和３年由仁町議会第３回臨時会は成立いたしましたので、開会をいたします。

◎開議の宣告

〇議長（熊林和男君） これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

〇議長（熊林和男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、７番 大竹君、８番 佐藤君

を指名いたします。

◎日程第２ 会期の決定

〇議長（熊林和男君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日限りといたしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

したがって、会期は本日１日限りとすることに決定をいたしました。

◎日程第３ 諸般の報告

〇議長（熊林和男君） 日程第３、諸般の報告を行います。

初めに、１の会務報告をいたします。会務報告は、お手元に配付したとおりです。御覧

おき願います。

次に、２の例月出納検査報告をいたします。監査委員から令和２年度２月分、３月分、

４月分及び令和３年度４月分の由仁町各会計例月出納検査結果の報告がありましたので、

お手元に配付したとおりです。御覧おきいただきたいと思います。

以上で日程第３、諸般の報告を終わります。

◎日程第４ 承認第１号

〇議長（熊林和男君） 日程第４、承認第１号 専決処分した事件の承認について（由仁

町税条例等の一部を改正する条例の制定について）を議題といたします。

町長から提案理由及び内容の説明を求めます。

町長
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〇町長（松村 諭君） 承認第１号、由仁町税条例等の一部を改正する条例の制定を専決

処分した事件の承認について、提案の理由を申し述べます。

このたびの提案は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の一部を改正

する必要が生じたことから、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分を行い

ましたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、議会の承認を得ようとするものであ

ります。

内容につきましては、住民課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願いを

申し上げます。

〇議長（熊林和男君） 住民課長

〇住民課長（中島 哲君） 承認第１号 由仁町税条例等の一部を改正する条例の専決処

分について内容の説明をいたします。

このたびの条例改正は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を

行うものであり、令和３年４月１日の施行日に間に合わせるため、地方自治法第１７９条

第１項の規定により、専決処分を行ったものであります。

説明は新旧対照表で行いますが、条例の改正内容を簡略化して一覧にしたものを承認第

１号資料１としてお手元に配付しておりますので、併せて御覧ください。

それでは、承認第１号資料２、由仁町税条例等の一部を改正する条例新旧対照表を御覧

ください。右欄が改正前の条例、左欄が改正後であります。

初めに、第３５条の３の２第４項は、給与所得者の扶養親族申告書の電子提出に関する

改正で、従来必要とされていた所轄税務署長の承認を廃止するものであります。

続く第３５条の３の３第４項も同様の改正でありますが、こちらは公的年金等受給者に

関する改正であります。

次のページをお開きください。第５２条の８第１項第１号の改正は、項の追加に伴い、

退職所得申告書の定義に係る規定を改めるものであります。

続く第５２条の９は、項の追加で、退職所得申告書の電子提出を可能とする規定を追加

するものであります。

次のページをお開きください。第８０条の４は、読替えの対象となる準用規定の追加で

あります。

続きまして、改正前の附則第１０条の２第１項の削除は、令和２年度末で期限を迎えた

生産性向上特別措置法に基づく課税標準の特例措置を廃止するものであります。

改正前の附則第１０条の２第２項の改正は、新型コロナウイルス禍において導入した先

端設備等に該当する家屋及び構築物に関する課税標準の特例措置について内容の一部見直

しを行った上で期限を令和５年３月３１日まで延長するもので、第１項を削除したことに

伴い、改正後の条例では第２項を第１０条の２とするものであります。

次のページをお開きください。附則第１１条から７ページの附則第１４条までは、令和

２年度を期限としておりました土地の価格及び固定資産税の特例を令和５年度まで延長す

ることに伴う改正であります。
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７ページになります。７ページから次の８ページにかけましての附則第１５条の改正は、

特別土地保有税の課税特例の適用年度を令和５年度まで延長するものであります。

８ページの中段、附則第１５条の２の改正は、令和３年３月３１日を期限としておりま

した軽自動車税環境性能割の臨時的軽減期間を９か月延長するものであります。

附則第１５条の２の２の改正は、読替え規定の対象となる項の追加であります。

次のページをお開きください。９ページから１１ページにかけての第１６条の改正は、

軽自動車税種別割の税率特例の規定で、車種を限定した上で２年間延長するものでありま

す。

１１ページを御覧ください。１１ページの附則第１６条の２の改正は、法改正による項

ずれの整理であります。

次のページをお開きください。１２ページの附則第２５条の改正は、新型コロナウイル

ス感染症に係る住宅借入金等特別税額控除の拡充及び延長で、新型コロナウイルス感染症

の影響により住宅への入居が遅れた場合の入居期限を令和２年１２月末から令和３年１２

月末へと拡充するとともに、控除期間が１３年に延長された住宅ローン控除を適用できる

としたものであります。

続いて、第２条関係の改正でありますが、昨年の第２回定例会で議決をいただいた由仁

町税条例等の一部を改正する条例の改正で、このたびの法改正による項ずれを整理するも

のであります。

１５ページをお開きください。最後に附則であります。第１条は、施行期日で、この条

例の施行日を令和３年４月１日とするものでありますが、ただし書により、新型コロナウ

イルス禍における先端設備等導入に係る課税標準の特例措置については、産業競争力強化

法等の一部を改正する等の法律附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日とするものであ

ります。なお、本日現在法案が審議中につき、法律番号については空欄となっております。

第２条第１項及び第２項は、町民税に係る経過措置で、改正後の条例は施行日以後の申

告書に記載すべき事項について適用することとし、施行日前の申告書については従前の例

によるとするものであります。

第３条は、固定資産税に係る経過措置で、第１項は改正後の条例は令和３年度以後の固

定資産税に適用することとし、令和２年度分までは従前の例によるものとするものであり

ます。

次のページをお開きください。第２項は、生産性向上特別措置法に基づく特例の経過措

置で、このたびの改正により条例は廃止となりますが、令和３年３月３１日以前に取得し

た設備等については従前の例によるとするものであります。

続きまして、第３項は、改正前のコロナ禍における先端設備等導入に係る経過措置で、

令和３年３月３１日以前に取得した設備等については従前の例によるとするものでありま

す。

次のページにかけての第４項は、改正後のコロナ禍における先端設備等導入に係る特例

措置の規定で、改正後の規定は令和３年４月１日以降に取得した設備に対する翌年度分の

固定資産税から適用するものであります。
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１７ページを御覧ください。次に、第４条であります。第４条第１項は、軽自動車税の

環境性能割に関する経過措置で、施行日前に取得した３輪以上の軽自動車税環境性能割に

ついては従前の例によるとするものであります。

第２項は、軽自動車税の種別割に関する経過措置で、改正後の条例による軽自動車税種

別割は令和３年度以後の種別割から適用するものとし、令和２年度分までの種別割につき

ましては従前の例によるものとするものであります。

以上で説明を終わります。

〇議長（熊林和男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） 質疑はないものと認めます。

討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

これから採決を行います。

承認第１号 専決処分した事件の承認について（由仁町税条例等の一部を改正する条例

の制定について）は、承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

したがって、承認第１号は承認することに決定をいたしました。

◎日程第５ 承認第２号

〇議長（熊林和男君） 日程第５、承認第２号 専決処分した事件の承認について（令和

２年度由仁町一般会計補正予算について）を議題といたします。

町長から提案理由及び内容の説明を求めます。

町長

〇町長（松村 諭君） 承認第２号、令和２年度由仁町一般会計補正予算を専決処分した

事件の承認について、提案の理由を申し上げます。

このたびの補正は、地方交付税及びふるさと寄附金など歳入の確定に伴うものでありま

す。歳入が確定したことによりまして、歳出は財政調整基金積立金の増額及びふるさと基

金積立金の減額などや起債等に係る財源を補正したものであり、承認第１号と同様の理由



- 8 -

により、議会の承認を得ようとするものであります。

内容につきましては、副町長に説明させますので、ご審議くださいますようお願いを申

し上げます。

〇議長（熊林和男君） 副町長

〇副町長（田中利行君）

「記載省略」

〇議長（熊林和男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） 質疑はないものと認めます。

討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

これから採決を行います。

承認第２号 専決処分した事件の承認について（令和２年度由仁町一般会計補正予算に

ついて）は、承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

したがって、承認第２号は承認することに決定をいたしました。

◎日程第６ 承認第３号

〇議長（熊林和男君） 日程第６、承認第３号 専決処分した事件の承認について（令和

２年度由仁町後期高齢者医療特別会計補正予算について）を議題といたします。

町長から提案理由及び内容の説明を求めます。

町長

〇町長（松村 諭君） 承認第３号、令和２年度由仁町後期高齢者医療特別会計補正予算

を専決処分した事件の承認について、提案の理由を申し上げます。
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このたびの補正は、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金の増額で、歳入では被保険

者の異動等により保険料を増額したものであり、承認第１号と同様の理由により、議会の

承認を得ようとするものであります。

内容につきましては、住民課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願いを

申し上げます。

〇議長（熊林和男君） 住民課長

〇住民課長（中島 哲君）

「記載省略」

〇議長（熊林和男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） 質疑はないものと認めます。

討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

これから採決を行います。

承認第３号 専決処分した事件の承認について（令和２年度由仁町後期高齢者医療特別

会計補正予算について）は、承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

したがって、承認第３号は承認することに決定をいたしました。

◎日程第７ 承認第４号

〇議長（熊林和男君） 日程第７、承認第４号 専決処分した事件の承認について（令和

３年度由仁町一般会計補正予算について）を議題といたします。

町長から提案理由及び内容の説明を求めます。

町長
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〇町長（松村 諭君） 承認第４号、令和３年度由仁町一般会計補正予算を専決処分した

事件の承認について、提案の理由を申し上げます。

このたびの補正は、歳出では新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る費用の追加な

どで、歳入ではこれらの財源として国庫支出金の増額及び財政調整基金を繰り入れたもの

であります。早急に対応する必要がありましたので、承認第１号と同様の理由により、議

会の承認を得ようとするものであります。

内容につきましては、副町長に説明させますので、ご審議くださいますようお願いを申

し上げます。

〇議長（熊林和男君） 副町長

〇副町長（田中利行君）

「記載省略」

〇議長（熊林和男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） 質疑はないものと認めます。

討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

これから採決を行います。

承認第４号 専決処分した事件の承認について（令和３年度由仁町一般会計補正予算に

ついて）は、承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

したがって、承認第４号は承認することに決定をいたしました。

◎日程第８ 議案第１号

〇議長（熊林和男君） 日程第８、議案第１号 由仁町集落センター設置条例を廃止する
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条例についてを議題といたします。

町長から提案理由及び内容の説明を求めます。

町長

〇町長（松村 諭君） 議案第１号 由仁町集落センター設置条例を廃止する条例につい

て、提案の理由を申し上げます。

このたびの提案は、施設の老朽化等により由仁町集落センターの用途を廃止するため、

条例を廃止しようとするものであります。

内容につきましては、産業振興課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願

いを申し上げます。

〇議長（熊林和男君） 産業振興課長

〇産業振興課長（納口浩昭君） 議案第１号 由仁町集落センター設置条例を廃止する条

例について内容の説明をいたします。

この条例は、由仁町集落センター設置条例を廃止するものです。

附則として、この条例は、公布の日から施行するものです。

集落センターにつきましては、国庫補助事業である新農業構造改善事業を活用し、昭和

６０年度に設置したものです。築３５年が経過し、利用者の減少及び施設の老朽化による

維持費の増嵩などの事由により、指定管理者であるＪＡそらち南から本施設の管理運営が

困難である旨の申出があり、令和２年度末をもって指定管理者としての指定を解き、また

当町といたしましても公共施設としての利用は困難であるとの判断から、民間による施設

の利活用を図るべく、公募の上、集落センター利活用事業者選定委員会において本施設の

利活用事業者を選定したところであります。今後は、本施設の譲渡、売却に向けた手続を

進めるため、地方自治法の規定に基づき、設置条例の廃止について議会の議決を得ようと

するものであります。

以上で内容の説明を終わります。

〇議長（熊林和男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） 質疑はないものと認めます。

討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

これから採決を行います。
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議案第１号 由仁町集落センター設置条例を廃止する条例については、原案のとおり決

することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎日程第９ 議案第２号

〇議長（熊林和男君） 日程第９、議案第２号 令和３年度由仁町一般会計補正予算につ

いてを議題といたします。

町長から提案理由及び内容の説明を求めます。

町長

〇町長（松村 諭君） 議案第２号 令和３年度由仁町一般会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

このたびの補正は、歳出では新型コロナウイルス対応地方創生由仁町実施計画事業費の

計上及び農業関係事業費の追加で、歳入ではこれらの財源として国庫支出金や道支出金の

増額及び財政調整基金から繰入れを行うものであります。

内容につきましては、副町長に説明させますので、ご審議くださいますようお願いを申

し上げます。

〇議長（熊林和男君） 副町長

〇副町長（田中利行君）

「記載省略」

〇議長（熊林和男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） 質疑はないものと認めます。

討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）
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〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第２号 令和３年度由仁町一般会計補正予算については、原案のとおり決すること

にご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎日程第１０ 議案第３号

〇議長（熊林和男君） 日程第１０、議案第３号 令和３年度由仁町水道事業会計補正予

算についてを議題といたします。

町長から提案理由及び内容の説明を求めます。

町長

〇町長（松村 諭君） 議案第３号 令和３年度由仁町水道事業会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

このたびの補正は、歳出では新型コロナウイルス対応地方創生由仁町実施計画事業費の

計上で、歳入ではこの財源を一般会計から繰入れを行うものであります。

内容につきましては、建設水道課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願

いを申し上げます。

〇議長（熊林和男君） 建設水道課長

〇建設水道課長（岩花 司君）

「記載省略」

〇議長（熊林和男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） 質疑はないものと認めます。

討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）
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〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第３号 令和３年度由仁町水道事業会計補正予算については、原案のとおり決する

ことにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎日程第１１ 議案第４号

〇議長（熊林和男君） 日程第１１、議案第４号 由仁町公営住宅北栄団地５号棟建替工

事請負契約の締結についてを議題といたします。

町長から提案理由及び内容の説明を求めます。

町長

〇町長（松村 諭君） 議案第４号 由仁町公営住宅北栄団地５号棟建替工事請負契約の

締結について、提案の理由を申し上げます。

由仁町公営住宅北栄団地５号棟建替工事につきましては、５月１０日に入札を執行いた

しました。その結果契約の相手方が決まりましたので、地方自治法第９６条第１項第５号

及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条に基づき、提

案したところであります。

内容につきましては、建設水道課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願

いを申し上げます。

〇議長（熊林和男君） 建設水道課長

〇建設水道課長（岩花 司君） 議案第４号 由仁町公営住宅北栄団地５号棟建替工事請

負契約の締結について内容の説明をいたします。

この契約は、令和３年度一般会計予算に措置しておりました町営住宅の建設について次

のとおり工事請負契約を締結しようとするものであり、法令の規定に基づき、議会の議決

を求めるものであります。

契約の目的は、由仁町公営住宅北栄団地５号棟建替工事です。契約の方法は、別紙議案

第４号資料のとおり４者による指名競争入札で、第１回目の落札です。契約の金額は６，

８９４万８，０００円です。契約の相手方は、夕張郡由仁町中央２９７番地、川上建設株

式会社代表取締役、川上晃です。

この工事は、公営住宅等長寿命化計画に基づき建設するもので、工事概要につきまして

は、木造平家建て、延べ床面積２４３．９４平方メートル、１棟３戸の共同住宅で、部屋

の間取りは１２畳の居間兼食事室兼台所１部屋と６畳の洋室１部屋と７畳の洋室１部屋の
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２ＬＤＫタイプ、３戸の住宅であります。

なお、落札率でございますが、９８．２％となっております。

議決をいただきましたら直ちに本契約を締結し、完成は令和３年１１月１２日を予定し

ております。

以上で内容の説明を終わります。

〇議長（熊林和男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） 質疑はないものと認めます。

討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第４号 由仁町公営住宅北栄団地５号棟建替工事請負契約の締結については、原案

のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎日程第１２ 議員定数及び議会組織の見直しに関する審査特別委員会報告第１

号

〇議長（熊林和男君） 日程第１２、議員定数及び議会組織の見直しに関する審査特別委

員会報告第１号、議員定数及び議会組織の見直しに関する審査特別委員会の委員長報告を

求めます。

後藤委員長

〇９番（後藤篤人君） 本特別委員会は、令和２年第１回定例会最終日の３月１９日に設

置され、議員定数及び議会組織の見直しについて審査を行うこととしましたが、その審査

結果について報告いたします。

本特別委員会は、議長を除く９名で構成し、令和２年７月３１日、９月１４日、１０月

５日、令和３年３月１８日、３月３０日の５回開催し、諸般の資料を参考に審査を行いま

した。しかしながら、コロナ禍において感染拡大防止の観点から、予定していた審査など
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を十分に行えず、結論が出ないまま年度末を迎えることになってしまったことから、令和

３年３月３０日に開催いたしました第５回特別委員会において、予算単年度主義の原則か

らも令和２年度末をもって一度本委員会を閉会した上で、令和３年度に改めて特別委員会

を設置し、引き続き審査を行っていくべきという意見が提出され、委員の意見の一致を見

たところであります。

以上です。

〇議長（熊林和男君） 以上で議員定数及び議会組織の見直しに関する審査特別委員会の

委員長報告を終わります。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時２８分

再開 午前１０時４５分

〇議長（熊林和男君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

◎日程第１３ 常任委員会委員の選任について

〇議長（熊林和男君） 日程第１３、常任委員会委員の選任についてを議題といたします。

議会常任委員会委員の任期は、議会委員会条例第３条の規定により２年とされ、後任者

が選任されるまでの間在任することになっております。このたび２年の任期を経過したこ

とから、本日新たに選任するものであります。

お諮りいたします。委員会条例第７条第４項及び会議規則等運用例第６５条の規定によ

って、常任委員の選任はあらかじめ議長が調整の上、会議に諮って指名することとなって

おります。議長において委員会構成について一任させていただきたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、議長において委員会構成することに決定をいたしました。

各常任委員会委員の選任につきましては、委員会条例第７条第１項の規定により、総務

文教常任委員会委員に羽賀君、浮田君、佐藤君、平中君、後藤君、産業厚生常任委員会委

員に大畠君、早坂君、加藤君、大竹君、熊林であります。

以上のとおり指名いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。
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よって、ただいま指名いたしましたとおりそれぞれの常任委員会委員に選任することに

決定をいたしました。

暫時休憩をいたします。

休憩 午前１０時４７分

再開 午前１０時５０分

〇副議長（後藤篤人君） 休憩を閉じ、前段に引き続き会議を再開いたします。

◎日程の追加及び日程の順序変更

〇副議長（後藤篤人君） 休憩中に議長から、産業厚生常任委員会委員の辞任をいたした

いとの申出がありました。本件については、議長が除斥されますので、副議長の下で議事

を進めることといたします。

お諮りいたします。議長の常任委員会委員の辞任の件を日程に追加し、追加日程第１７

とし、日程の順序を変更し、直ちに議題といたしたいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。

（「異議なし」の声あり）

〇副議長（後藤篤人君） ご異議なしと認めます。

よって、議長の常任委員会委員の辞任の件を日程に追加し、追加日程第１７とし、日程

の順序を変更し、直ちに議題とすることに決定いたしました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時５１分

再開 午前１０時５３分

〇副議長（後藤篤人君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

◎追加日程第１７ 議長の常任委員会委員の辞任について

〇副議長（後藤篤人君） 追加日程第１７、議長の常任委員会委員の辞任についてを議題

といたします。

議長は、その職責上、どの委員会にも出席する権限を有しているほか、可否同数の際に

おける裁決権など議長固有の権限を考慮するとき、一個の委員会に委員として所属するこ

とは適当でないし、また行政実例でも議長においては辞任を認めているところでもありま

すので、産業厚生常任委員会委員を辞任したいとするものであります。この議長の辞任に

ついて許可することにご異議ありませんか。
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（「異議なし」の声あり）

〇副議長（後藤篤人君） ご異議なしと認めます。

よって、議長の産業厚生常任委員の辞任については許可することに決定いたしました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時５４分

再開 午前１０時５５分

〇議長（熊林和男君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

◎日程の追加及び日程の順序変更

〇議長（熊林和男君） お諮りいたします。

ただいま欠員となりました産業厚生常任委員会委員の補欠選任の件について日程に追加

し、追加日程第１８として、日程の順序を変更し、直ちに議題といたしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、産業厚生常任委員会委員の補欠選任の件を日程に追加し、追加日程第１８とし

て、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決定をいたしました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時５６分

再開 午前１０時５７分

〇議長（熊林和男君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

◎追加日程第１８ 産業厚生常任委員会委員の補欠選任について

〇議長（熊林和男君） 追加日程第１８、産業厚生常任委員会委員の補欠選任についてを

議題といたします。

お諮りいたします。常任委員の補欠選任については、委員会条例第７条第４項及び会議

規則等運用例第６５条の規定によって、議長において指名することといたしたいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）
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〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

したがって、議長において指名することに決定をいたしました。

産業厚生常任委員に後藤君を指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

したがって、ただいま指名いたしましたとおり、産業厚生常任委員会委員に後藤君を補

欠選任することに決定をいたしました。

これから休憩いたしますので、休憩中に各常任委員会では委員会を開催し、委員長及び

副委員長の互選を行い、その結果を議長まで報告願います。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時５８分

再開 午前１１時１０分

〇議長（熊林和男君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

休憩中に各常任委員会において委員長、副委員長の互選が行われ、その結果が議長の元

に参りましたので、報告いたします。

総務文教常任委員会委員長に羽賀君、副委員長に平中君、産業厚生常任委員会委員長に

大竹君、副委員長に大畠君であります。

以上で委員長、副委員長の報告を終わります。

◎日程第１４ 議会運営委員会委員の選任について

〇議長（熊林和男君） 日程第１４、議会運営委員会委員の選任についてを議題といたし

ます。

議会運営委員会委員の任期は、議会委員会条例第３条第２項の規定により２年とされ、

後任者が選任されるまでの間在任することとなっております。このたび２年の任期を経過

したことから、本日新たに選任するものであります。

お諮りいたします。議会委員会条例第７条第４項及び会議規則等運用例第６６条及び議

会運営委員会内規第３条の規定により、議会運営委員会委員の選任はあらかじめ議長が調

整の上、会議に諮って指名することとなっておりますので、議長において委員会構成につ

いて一任させていただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、議長において委員会構成することに決定をいたしました。
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議会運営委員会委員の選任については、議会委員会条例第７条第４項の規定により、早

坂君、羽賀君、平中君、大竹君、後藤君を指名したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、ただいま指名いたしました５名を議会運営委員会委員に選任することに決定を

いたしました。

休憩中に委員会を開催し、委員長及び副委員長の互選を行い、その結果を議長まで報告

願います。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時１２分

再開 午前１１時２０分

〇議長（熊林和男君） 休憩を閉じ、前段に引き続き会議を再開いたします。

休憩中に議会運営委員会において委員長及び副委員長の選出が行われ、その結果が議長

の元に参りましたので、報告いたします。

議会運営委員会委員長に早坂君、副委員長に羽賀君であります。

以上で委員長、副委員長の報告を終わります。

◎日程第１５ 会議案第１号

〇議長（熊林和男君） 日程第１５、会議案第１号 議会広報特別委員会の設置について

を議題といたします。

事務局長に会議案の朗読をさせます。

〇事務局長（河合高弘君） 会議案第１号 議会広報特別委員会の設置について。

由仁町議会委員会条例第５条第１項の規定によって、議会広報特別委員会を設置する。

令和３年５月１７日提出。提出者、由仁町議会議員、羽賀直文、賛成者、由仁町議会議

員、大竹登。

「記載省略」

〇議長（熊林和男君） お諮りいたします。

本会議案につきましては、提案理由の説明、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたした

いと思いますが、これにご異議ありませんか。
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（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

これより採決を行います。

会議案第１号 議会広報特別委員会の設置については、原案のとおり決することにご異

議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

ただいまの議会広報特別委員会設置議決により、これより引き続き議会広報特別委員会

委員の指名を行います。

委員会条例第７条第４項及び会議規則等運用例第６６条第１項の規定により、委員の選

任はあらかじめ議長が調整の上、会議に諮って指名することとなっておりますので、議長

において委員会構成について一任させていただきたいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、議長において委員会構成することに決定をいたしました。

議会広報特別委員会委員の選任については、委員会条例第７条第４項の規定により、大

畠君、羽賀君、早坂君、加藤君、平中君を指名いたしたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、ただいま指名いたしました５名を議会広報特別委員会委員に選任することに決

定をいたしました。

休憩中に委員会を開催し、委員長及び副委員長の互選を行い、その結果を議長まで報告

願います。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時２３分

再開 午前１１時２９分
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〇議長（熊林和男君） 休憩を閉じ、前段に引き続き会議を再開いたします。

休憩中に議会広報特別委員会において委員長及び副委員長の選出が行われ、その結果が

議長の元に参りましたので、報告いたします。

議会広報特別委員会委員長に大畠君、副委員長に平中君であります。

以上で委員長、副委員長の報告を終わります。

◎日程第１６ 議席の変更指定について

〇議長（熊林和男君） 日程第１６、議席の変更指定を行います。

会議規則第４条第３項の規定により、議席の変更指定をいたします。会議規則等運用例

第９条の規定により、副議長席は９番、議長席は１０番と決まっておりますので、１番か

ら８番までを指定いたします。

各議員の議席番号と議員名を局長に朗読させます。

〇事務局長（河合高弘君） 議席の変更指定を申し上げます。

１番、大畠敏弘議員、２番、羽賀直文議員、３番、早坂寿博議員、４番 加藤重夫議員、

５番、浮田孝雄議員、６番、佐藤英司議員、７番、平中利昌議員、８番、大竹登議員。

以上でございます。

〇議長（熊林和男君） ただいま朗読しましたとおり、議席の指定をいたします。

議席につきましては、次に招集される議会からただいま指定の席にご着席願います。

◎日程の追加

〇議長（熊林和男君） 休憩中に先ほど決定した議会運営委員会委員長から議会運営委員

会の閉会中の審査の申出がありました。

議会運営委員会の閉会中の審査についてを日程に追加し、追加日程第１９として直ちに

議題といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、議会運営委員会の閉会中の審査についてを日程に追加し、追加日程第１９とし

て直ちに議題とすることに決定をいたしました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時３６分

再開 午前１１時３７分

〇議長（熊林和男君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。
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◎追加日程第１９ 議会運営委員会の閉会中の審査について

〇議長（熊林和男君） 追加日程第１９、議会運営委員会の閉会中の審査についてを議題

といたします。

お諮りいたします。委員長からの申出のとおり閉会中の審査に付することにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、委員長からの申出のとおり閉会中の審査に付することに決定をいたしました。

◎閉会の宣告

〇議長（熊林和男君） これで本日の日程は全部終了いたしました。

令和３年由仁町議会第３回臨時会を閉会いたします。

ご苦労さまでした。

◎閉会 午前１１時３９分
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